
おきなが レポート
市議会議員　市民経済常任委員会委員、議会運営委員会委員　　
＜自宅＞　座間市立野台１－８－２５－１０１
＜TEL＆FAX＞　０４６（２５２）４８８６
＜Eメール＞　akihisa．okinaga＠nifty.ne.jp

明久

座間市議会９月定例会

補正予算に修正案提出
市債の減額を求め

　市議会９月定例会において市長から提出された補

正予算に対し、市民の党は修正案を提出しました。

残念ながら修正案は、賛成少数で否決されましたが、

今回のレポートでは、私たちがなぜ修正案を提出し

たのか報告します。

　９月補正予算の中心は、国からの地方交付税の追

加交付約３億円１千万円をどのように使うのかとい

うことでした。市長が提出した補正予算の歳出面で

は、主に①健康センター建物取得事業費＝１億5670

万円（県からローンで買った建物の繰り上げ償還）、

②高座清掃施設組合の負担金の追加＝9420万円（ダ

イオキシン緊急対策費）、③道路新設改良費の追加

＝4600万円（交差点改良工事、バリアフリー工事）

の三つでした。

　私たちが修正を求めたのは、①について。この１

億5670万円については、市債（臨時財政対策債）の

減額に充てるべきだと主張したのです。

地方交付税３億１千万円の追加交付

どちらが財政負担の軽減となるのか！

　健康センター建物取得事業費について、これはい

わば県からの借金を減らそうとするものですから、

私たちも「一般的には」反対ではありません。しか

し、今定例会での質疑で明らかになったことは、県

への繰り上げ償還をした場合の利子の軽減額は、約

500万円。一方市債（国からの借金）を減額した場合

の利子の軽減額は、約2500万円。明らかに市債の減

額に充てた方が、利子の減額効果は大きいのです。

臨時財政対策債＝市債の「魔力」

 ではなぜ市長は、利子の軽減効果の大きい市債

（臨時財政対策債）の減額を選択しなかったのか。

その理由は、この市債の性格そのものにあります。

　この臨時財政対策債は、昨年度から地方交付税

をもらっている全国のほとんどの自治体が発行を余

儀なくされています。すでにこのレポートでも何回

か報告したように、国は財政難を理由として地方交

付税（標準的な行政サービスを保障するため、国が

収入の不足分を交付するシステム）の財源不足分を

各々の自治体で借金するようにさせました。座間市

の場合、今年度本来地方交付税として国から交付さ

れるはずの額は、約35億円。ところが、実際の交付

額は、今回の追加交付を含めても約24億円。残りの

約11億円は、借金をして国から借りているわけです。

　そしてこの借金分は、後年度「地方交付税として

国から返ってくるから、安心して借金しなさい」と

霞ヶ関の官僚は言います。（これをこの業界用語で

「市債の交付税措置」と言います）そこで、本市の

星野市長も「後で返ってくるなら、借金しない手は

ない」とばかりに11億円もの臨時財政対策債を発行

し、今年度市債の発行額は前年度比約200％増の20

億円に跳ね上がっているのです。そして、市長が市

債の減額を拒否した理由は「後で返ってくるから」

という霞ヶ関官僚の「甘いささやき」のためです。

地方自治体に財政規律を！

　実は、こうした地方債の「交付税措置」は、バブ

ル崩壊以降、急速に膨れ上がってきました。この10

年間、国は景気対策と称して地方に公共事業を強制

してきました。その際国は、「後で交付税として返

すから」と言って、地方にどんどん借金をさせ、そ

の結果が、国・地方あわせて約700兆円という天文

学的な借金財政となっているわけです。こうした国

・地方自治体のモラルハザードをつくりだしてきた

のが、「交付税措置」という借金の「とばし行為」

であったわけです。

　今の状況では、「後で返ってくるから」と言われ

ても、返ってくる可能性はなく、借金は結局、後の

世代の負担に。ならば可能な限り、市債（借金）の

減額に努力をするのが、我々の世代の責任ではない

かと考え、今回修正案を提出したわけです。


